
富田認定こども園 園則（運営規程） 

 

 （施設の目的及び運営の方針） 

第１条 施設の概要は、次のとおりとする。 

 (1) 名称  富田認定こども園 

 (2) 所在地 高槻市昭和台町一丁目１番１号 

２ 富田認定こども園（以下「本園」という。）の目的は、幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人

格形成の基礎を培う重要なものであることを踏まえ、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第

２条第７項に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして満３歳以上の子どもに

対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健や

かな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対

する子育ての支援を行うものとする。 

３ 本園は、乳幼児期の発達の特性を把握し、子ども自らが主体的な活動ができるよう、教育及び

保育の充実を図るとともに、家庭及び地域と協力し、子どもたちの健やかな育ちを実現していく

ものとする。 

４ 本園は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）、認定こども園法、子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」という。）及び高槻市認定こども園の認定の要件及び

基準を定める条例（平成３１年条例第１９号）及び、幼保連携型認定こども園の学級の編成、職

員、設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号。以下「認

定こども園運営基準」という。）その他の関係法令を遵守して運営する。 

 （提供する教育・保育の内容） 

第２条 本園の教育課程その他の教育・保育の内容は、前条第４項の諸法令及び幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領（平成２９年３月３１日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号。以

下「教育・保育要領」という。）に基づき、次のとおりとする。 

 (1) 本園では、０歳から小学校就学前までの子どもたちが在籍するため、認定こども園として

その育ちの連続性を踏まえた教育・保育を充実させ、豊かな環境を構成していく。 

 (2) 発達が未熟な時期から言葉を獲得し協同作業ができるようになるまで、集団生活の様々な

経験を通して、社会性を身に付け豊かな人間関係を築けるように成長を促す。 

 (3) 日々の教育・保育にあたっては、子ども一人ひとりの要求を十分に満たせるよう、状態や個

人差などに配慮し、取り組む。 

 (4) 子どもの成長が促進されるよう、本園と家庭が常に連携して取り組んでいく。 

 (5) 食事の提供について、本園の給食では一日に必要な栄養量として、０歳児（離乳食以外）か

ら２歳児までは５０％程度、３歳児から５歳児までは４５％程度を摂取できる内容とする。

なお、食物アレルギー対応については、除去が必要な場合は、事前申し出を経て原因食品を

可能な範囲取り除いた除去食提供を行い、個人献立が必要な場合は弁当持参を依頼する。 

２ 前項の取り組みにより目指す子ども像は、次のとおりとする。 

  ・ 命を大切にする子ども 

  ・ 健康で心豊かな子ども 

  ・ 遊びや生活に意欲的に取り組む子ども 

  ・ 自分も友達も大切にする子ども 

   

 



 （子育て支援） 

第３条 本園は、園の保護者と常に密接な関係を保ち、園児の教育保育方針、成長及び園の運営に

ついて、個人別の連絡帳、クラス懇談会、個人面談、園便り等を通じて保護者の理解と協力を得

るものとする。 

２ 本園は、子育て支援事業として次の事業を実施する。 

 (1) 子育て相談事業 

 (2) 園庭開放事業 

 （職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 本園に置く職員組織は、認定こども園法その他の関係法令及び認定こども園運営基準を踏

まえ、次のとおりとする。なお、員数は園児数等により変動する場合がある。 

 (1) 園長     １名    園務をつかさどり、所属職員を監督する。 

 (2) 副園長等   １名以上  園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。 

 (3) 保育教諭  １４名以上  園児の教育及び保育をつかさどる。 

 (4) 保健担当者  １名以上  園児の健康管理をつかさどる。 

 (5) 栄養士    １名    給食献立の作成、栄養計算等を行う。 

 (6) 調理員    ２名以上  献立に基づく調理業務及び食育活動等を行う。 

 (7) 園務員    １名以上  園内の環境整備及び諸行事の補助を行う。 

 (8) 学校医    １名以上  園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員

及び保護者への相談、指導を行う。 

 (9) 学校歯科医  １名以上  園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員

及び保護者への相談、指導を行う。 

 (10) 学校薬剤師  １名    園の環境衛生の維持改善に関する指導助言、職員及び保護者

への相談、指導を行う。 

 (11) その他    １名以上  教育・保育の補助を行う。 

 （学年及び学期） 

第５条 本園の学年は、４月１日に始まり、翌３月３１日に終わる。 

２ １年を次の２学期に分ける。 

 (1) 前期 ４月１日       から １０月第３週の日曜日 まで 

 (2) 後期 １０月第３週の月曜日 から 翌３月３１日     まで 

 （教育・保育を行う日及び時間等） 

第６条 本園の教育・保育を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に基づく休日、１２月２９日から１２月３１日及び翌年１

月１日から１月３日を除く。 

２ 支援法第１９条第１項第１号の子ども（以下「１号子ども」という。）への教育・保育の提供に

ついては、前項の規定にかかわらず、次の特定教育・保育の提供を行わない日を加える。ただし、

園行事等、園長が必要と認める場合はこの限りではない。 

 (1) 土曜日 

 (2) 夏期休業期間    ７月２１日 から  ８月３１日 まで 

 (3) 冬期休業期間   １２月２５日 から 翌１月 ８日 まで 

 (4) 学年末休業期間   ３月２３日 から  ３月３１日 まで 

 (5) 学年始休業期間   ４月 １日 から  ４月 ９日 まで 

 (6) 創立記念日     ４月 １日 

 

 



３ 教育・保育を行う時間は次のとおりとする。ただし、園行事等、園長が必要と認める場合はこ

の限りではない。 

 (1) 教育標準時間認定に関する教育時間 午前９時から午後２時まで（水曜日以外）及び 

                     午前９時から午前１１時３０分まで（水曜日） 

   ただし、教育課程に係る教育時間の終了後に、幼児の心身の健全な発達を図るために希望す

る幼児を対象に教育課程外の教育活動を行う場合は、原則午後２時から午後４時までの範囲内

で実施する。 

 (2) 保育標準時間認定に関する保育時間(１１時間) 午前７時３０分から午後６時３０分まで 

   ただし、上記以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合は、原則午

後７時までの範囲内で時間外保育を実施する。 

 (3) 保育短時間認定に関する保育時間（８時間） 午前８時から午後４時まで もしくは  

午前８時３０分から午後４時３０分まで もしくは 午前９時から午後５時まで のいずれか 

   ただし、上記以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合は、原則午

前７時３０分から午後７時までの範囲内で時間外保育を実施する。 

 （保育料等） 

第７条 本園においては、高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（令和３年条例第４６号）及び、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号。以下「基

準府令」という。）第１３条第１項により、園児の居住する市町村が定める額の基本保育料を保護

者から徴収する。 

２ 本園においては、基準府令第１３条第４項により、次のとおり実費を徴収する。 

 (1) １号子どもの給食費                  月額３，０００円 

 (2) 保育時間の認定を受けた３歳児クラス以上の園児の給食費 月額５，８００円 

 (3) その他本園の利用において通常必要とされるものに係る費用で保護者に負担させることが

適当と認められるもの                  園長が定める額 

３ 前条第３項第１号ただし書きに基づく教育課程外の教育活動を行った場合の利用料は、園児１

人につき１回２００円とする。 

４ 前条第３項第２号及び第３号ただし書きに基づく時間外保育を行った場合の時間外保育料は、

園児１人につき３０分までごとに２００円とする。ただし、園児の保護者から時間外保育の利用

前に申し出があるときは、その申し出た時間（午前７時３０分から午後７時までの間に限る。）

に限り、時間外保育料の月額を１日につき３０分までごとに２，０００円とすることができる。 

 （子どもの区分ごとの利用定員） 

第８条 本園の支援法第３１条第１項の利用定員は、次のとおりとする。 

 (1) 教育標準時間の認定を受けた園児                    ２４人 

 (2) 保育時間の認定を受けた園児のうち満３歳以上（３歳児クラス以上）の者 １０６人 

 (3) 保育時間の認定を受けた園児のうち満３歳未満（３歳児クラス未満）の者  ４６人 

 （利用の開始及び終了に関する事項等） 

第９条 本園は、市町村から教育・保育給付認定を受けた１号子どもの保護者から利用の申し込み

を受けたときは、これに応じるものとする。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。 

 (1) 利用定員に空きがない場合 

 (2) 利用定員を上回る利用の申し込みがあった場合 

 (3) その他児童の受け入れにあたり自ら適切な特定教育・保育を提供することが困難な場合 

 

 



２ 前項第２号の場合、基準府令第６条第２項により、抽選、申し込みを受けた順序により決定す 

る方法、本園の教育理念に基づく選考等、事前に園長が定めて保護者に明示した公正な方法によ

り選考する。 

３ 前項の選考の方法その他入園に必要な手続は、毎年度、募集要項を定めて明示する。ただし、

保育時間の認定を受けた者については、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条に基

づき市町村が行う利用の調整に従い決定される。 

４ 本園は、保育時間の認定を受けた園児の利用について市町村が行う利用の調整及び要請に対し、

基準府令第７条により、できる限り協力する。 

５ 利用者及び本園は、利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該子どもの教育・

保育給付認定保護者とその内容を確認の上、利用に係る契約を結ぶものとする。 

６ 退園又は休園しようとする１号子どもは、教育・保育給付認定保護者が理由を記して園長に願

い出るものとする。 

７ 本園は、次に掲げる場合に特定教育・保育の提供を終了する。 

 (1) 園児が小学校に就学した場合 

 (2) 支援法第２４条第１項第２号又は第３号に基づき教育・保育給付認定が取り消された場合 

 (3) 教育・保育給付認定保護者から本園の利用の取り消しの申し出があった場合 

 (4) 市町村が本園の利用の継続が不可能であると認めた場合 

 (5) その他、利用の継続において重大な支障又は困難が生じた場合 

 （緊急時における対応方法及び非常災害対策） 

第１０条 本園においては、園児の安全の確保を図るため、認定こども園法第２７条において準用

する学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２７条の規定により学校安全計画を策定し実

施するとともに、同法第２９条第１項の規定により危険等発生時対処要領を作成し訓練を行う。 

２ 本園は、認定こども園法第２７条において準用する学校保健安全法及び基準府令に従って、市

町村、保護者等への連絡、警察署その他の関係機関との連携を図る。 

 （虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１１条 本園は、園児に対する虐待を防止するため、定期的な職員研修その他虐待防止のための

必要な措置を講じる。 

 

 

   附 則 

 この規程は、令和 ５ 年 ４ 月 １ 日から 施行する 


